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  令和 3年 6月 1日 

 

 

発注番号 03GCI-1 件 名 市立ひらかた病院情報発信事業業務委託 

№ 質 疑 事 項 回         答 

１ 

仕様書 P5 第 12節 その他留意事項 
第 3 項 業務管理において業務の進捗報告

は貴院施設内での報告が必要でしょうか？

オンライン上での報告で問題ないでしょう

か？ 

オンライン上での報告も可能とします。 

ただし、本院の求めに応じ施設内での報告が

行えるよう、体制を整えておいてください。 

２ 

仕様書 P5 第 13節 履行期間にて 
要件定義・実施設計(6 月～8 月)の間にサ

イトマップの確定、デザイン提案が必要と

の理解でよろしいでしょうか？ 

履行期間のスケジュールは目安となっていま

す。令和４年１月の公開を目標としてスケ

ジュールを調整してください。 

３ 

仕様書 P5 第 13節 履行期間にて 
環境構築・データ移行(9 月～12 月)間、テ

スト稼働(11 月～12 月)は期間変更の余

地はありますでしょうか？構築、確認作

業、およびアクセシビリティ対応を含め

ますと通常工期で 10 か月以上かかるボ

リュームが想定されます。 

令和４年１月の公開を目標としてスケジュー

ルの調整をお願いいたします。 

なお、アクセシビリティ対応については質問

№８をご参照ください。 

４ 

仕様書 P11 第 3節 構築に関する要件 
第３項 ウェブコンテンツの形成 
(1)にて CMS で生成されたファイルが

「xxx.html」などの静的ファイルになると

いう認識でよろしいでしょうか？コンテン

ツの更新は基本的に CMS で実施し、生成さ

れたファイル（表示されるページ）が

html になるというイメージです。 

ご認識のとおりです。 

５ 

仕様書 P11 第 3節 構築に関する要件 
第３項 ウェブコンテンツの形成 
(2)①の PC 向けの InternetExplorer11 の

対応ですがサポート終了したブラウザとな

り公式使用を非推奨とされているソフトで

すが対応が必須でしょうか？ 

必須ではありません。 

６ 

仕様書 P11 第 3節 構築に関する要件 
第３項 ウェブコンテンツの形成 
(3)多言語対応している事についてです

が、想定されるソフトをリストアップ頂く

事は可能でしょうか？ 

・PC-Talker 
・JAWS for Windows 日本語版 
などのソフトを想定しております。 

７ 

仕様書 P12 第 7 項 ライセンス費用につ

いて 
どのライセンス費用を示されていますで

しょうか？ 

ユーザー数やページ数の増加に併せて発生し

うる費用を示しております。 

８ 

仕様書 P12 第９項 アクセシビリティ対応 
枚方市のアクセシビリティガイドラインに

よりますと「JIS X 8341-3:2016 の適合レ

全ページを対象とすることを推奨しておりま

すが、あくまでもアクセシビリティを確保す

ることが目的であるため、その目的を達成で



ベル AA に準拠」との事ですが、全ページ

が対象となりますでしょうか？ また証明

書の発行、試験結果の公表までが本業務ス

ケジュールに含まれるという認識でよろし

いでしょう 

きるのであれば、全ページでなくとも問題ご

ざいません。 

アクセシビリティの試験については、下記の

動作が可能かどうかを確認します。 

検査機関等による試験の実施、及び適合証明

書の発行は不要です。 

試験結果の公表については、ウェブサイトの

公開後でも問題ございません。 

＜試験内容＞ 

①本院が指定したスクリーンリーダー等で、

操作に必要な情報のすべてを読み上げるこ

と 

②本院が指定したスクリーンリーダー等で、

画面の情報をレイアウトと同じ順序で読み

上げること。 

③キーボードだけですべての操作ができるこ

と。 

④OS 内蔵の支援技術で、文字サイズやコント

ラストが変更できること。 

 

上記①～④の操作が可能かどうかを確認しま

す。 

９ 

仕様書 P20 第 8節 第 3項 
編集・更新作業について対応は土日祝日に

おいても必須となりますでしょうか？ 
必須ではありません。 

10 

仕様書 別紙① P1 
(5)アクセス負荷分散するようなサーバー

構築に際してどの程度のアクセスを想定さ

れておりますでしょうか？ 

仕様書 P9 第 2節 第 2項 ⑥のとおりです。 

11 

仕様書 別紙① P1 
(10)(11)のサブサイトは今回の場合は看護

部サイトという認識で間違いないでしょう

か？ 

ご認識のとおりです。 

12 

仕様書 別紙① P2 
(12)(13)(14)Word データを取り込み、サ

イト表示用に自動整形する機能について 
大変難しい開発にあろうかと存じますが、

CMS のコンテンツ編集画面は Word のよう

に直感的に編集できる想定です。今回

Word が必須要件でしょうか？ 

Word については必須要件ではありません。 

13 

仕様書 別紙① P4 
(13)テンプレートは、HTML や CSS の知識

がある職員レベルで修正、追加、削除が出

来ることについて、テンプレートの特性上

Wordpress 等に書かれた投稿内容を表示さ

せる、データベースから情報を取り出し表

示する、など動的な処理が必要となり

HTML,CSS の知識の他、PHP の知識が必須と

なりますがよろしいでしょうか？ 

HTML や CSS の知識がある職員であれば、テン

プレートの背景色等を修正できることを想定

しております。その作業に PHP 等の知識が必

須ということであれば、その通りにしていた

だいても問題ございません。 



14 

仕様書 別紙① P5 
(8)ここで言う「アクセシビリティチェッ

ク」とは「JIS X 8341-3:2016 の適合レベ

ル AA に準拠」レベルのものということで

しょうか。 
その場合承認者様がノウハウをお持ちであ

る 
という事でよろしいでしょうか？ もしく

は本公開前の最終確認という認識となりま

すでしょうか？ 

本公開前の、承認者による最終確認と認識し

ております。 

枚方市 総務部 契約課 
ＴＥＬ：０７２－８４１－１３４５、 ＦＡＸ：０７２－８４１－２０１５ 

Ｅ－ｍａｉｌ送付先：keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp （工事） 

          keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp （委託） 

          keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp（物品） 
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